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概　　要

本稿では,補完的な2技術(技術AおよびB)が存在している状況下で,複占企業がそ

れらの技術を選択する場合,いかなる技術選択が生じるのか,加えて,両企業がクロスラ

イセンス契約を結ぶ可能性があるのか否かということを,簡単なモデルを構築して分析す

る,本稿の主な結論は以下の通りである. (1)両技術問の補完性が強い時,技術開発を行う

企業は決して技術AあるいはBだけを開発することはない.一方,この補完性が弱い時,

技術AあるいはBのみが開発される可能性が生じ,補完性が弱くなればなるほど,更な

る技術の開発を企図しない傾向が強くなる. (2)補完性が強い時,開発費用が低水準でな

ければ,クロスライセンス契約は結ばれないが,補完性が弱い時,開発費用の水準が中程

度であっても,クロスランセンス契約が結ばれる.しかも,補完性が弱く場合なればなる

ほど,開発費用がより高水準であってもクロスライセンス契約が結ばれる傾向が高まる.
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Ⅰ.はじめに

本稿の目的は,不確実性が存在していないことを前提とし,補完的な2技術が存在して

いる状況下で,複占企業がそれらの技術を選択する場合,いかなる技術選択が生じるのか,

加えて,両企業がクロスライセンス契約を結ぶ可能性があるのか否かということを,簡単

*本研究は,文部科学省の科学研究補助金基盤研究(A) (課題番号19203015)から研究助成を受けている
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なモデルを構築して分析することである.

本稿の目的に近い先行研究として, Mills and Smith (1996)とGonzalez-Maestre (2008)

が挙げられる. Mills and Smith (1996)は,第一ステージにおいて,各企業が技術開発

費用を支払って,生産費用削減に関する新技術を開発するか,旧技術を保有し続けるかを

決定し,第二ステージにおいて,保有している生産技術を所与にしてクールノー複占競争

を行うという2段階ゲームを構築し,いかなる技術選択が生じ,それが社会的にみて望ま

しいものかどうかを検証している.

彼らの導いた結論は以下の通りである.技術開発費用が低(高)水準ならば,両企業と

も新技術を開発する(しない).それが中程度の水準ならば,一方の企業が開発し,もう

一方は開発しない.加えて,一方が開発する時のみ,必ず社会的に望ましい.

Gonzalez-Maestre (2008)は, AとBの2つの技術があり,どちらか一つでも生産可能

であるが,両方開発すれば更に単位費用が低下するとの想定の下で1'Mills and Smith

(1996)と同様のゲームを構築し,複占的な市場構造での技術選択を考察している.ただし,

Mills and Smith (1996)では,旧技術でも生産可能であると仮定しているが, Gonzalez-

Maestre (2008)はどちらかの技術を使用しなければ財の生産は不可能と仮定している.

この意味で前者はnon-drastic innovationを後者はdrastic innovationを想定している

と解しうる. Gonzalez-Maestre (2008)の求めた結論は以下の通りである.技術開発費用

が低(高)水準ならば,両企業とも技術AとBとを開発する(どちらかの技術のみを開発す

る).それが中程度の水準ならば,一方の企業が両技術を開発し,もう一方はどちらかの

技術のみを開発する2).

本稿では,新技術が一種類のみであるとするMills and Smith (1996)の技術選択モデ

ルを, Gonzalez-Maestre (2008)が想定した補完性を有する二技術が存在する技術選択モ

デルに拡張する.ただし, Mills and Smith (1996)での想定に従い, 2技術ともnon-

drastic innovationとする.

具体的には,両企業は, AとBの2つの技術を開発するか,技術AあるいはBだけを

開発するか,何も開発しないかを同時に決定した上で,クールノー競争を行うという2段

階ゲームを考察する.このような拡張や変更で,本稿での結果が先行研究の結果と比較し

てどの点では同じでどの点が異なるかを明らかにする.加えて,クロスライセンス契約を

1)　この想定は技術Aと技術Bとは補完的であることを意味している.なお,この分野における先駆的研究

であるFershtman and Kamien (1992)では, 2種類の技術が揃わなければ財の生産が不可能という想定で

もって,技術における補完性を定めている.

2)　Mills and Smlth (1996)もGonzalez-Maestre (2008)ち,開発した技術は同じ種類のものでも必ず使用可

能であると暗黙裡に仮定している.これは,特許制度を前提とすると,特許の保護範囲が狭い場合に相当す

る,
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結ぶか否かのステージゲームを,二技術に拡張したMills and Smith (1996)の技術選択

のモデルに付加し,いかなる条件の下で,事前のクロスライセンス契約が内生的に決定す

るかを見る3).

本稿の主な結論は以下の通りである. (1)両技術間の補完性が強い時には,技術開発を

行う企業は決して技術AあるいはBのみを開発することはない.一方,この補完性が弱

い時には,技術AあるいはBのみが開発される場合があり,補完性が極めて弱い時には,

更なる技術の開発を企図する可能性は低い. (2)補完性が強い時には,開発費用が低水準

でなければ,クロスライセンス契約は結ばれないが,補完性が弱い時では,開発費用の水

準が中程度であっても,クロスランセンス契約が結ばれる.しかも,補完性が極めて弱い

場合では,開発費用がより高水準であってもクロスライセンス契約が結ばれやすくなる.

本稿の構成は以下の通りである. 2節において,上述の2段階ゲームを構築した上で,

このゲームの均衡を求める. 3節において, 2節で求めた均衡の直観的な解釈を行った上

で,先行研究の結果と比較検討する. 4節において, 2節でみた2段階ゲームにクロスラ

イセンス契約を結ぶか否かのステージを加えて3段階ゲームを解き,結果を導出する. 5

節において,本稿で導出した結果をまとめ,今後の研究の方向性について述べる.

Ⅱ.ベンチマークモデル

1.セットアップ

費用削減を目的とする技術開発に不確実性が伴わない世界を想定し,一つの技術の開発

にFだけの開発費用がかかるとする.単位費用を削減できる技術が2つ存在しており,

それらの技術を技術Aと技術Bと呼ぶ.技術AあるいはB単独での費用削減水準より

も両技術を使用した時のそれの方が大きいという意味で補完的であるとする.したがって,

各企業は両技術を開発するか,どちらかの技術のみを開発するか,開発しないかのどれか

を選択することとなる.

技術開発を企図する企業が2社存在し,それらを企業Xと企業Yとする.企業i(--X,

Y)の単位費用C(sl)は,開発した技術の数sl(∈(0, 1, 2))に応じて,以下に示す水準

になると仮定する.

3)　Gonzalez-Maestre (2008)は,技術選択後にクロスライセンス契約を結ぶか否かのステージを付加したモ

デルを構築し,事後的なライセンシングが,技術選択にどのような影響を与えるかを考察している,
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仮定1

(i)企業iが一切の技術開発を行わなければ,単位費用はC(0)-1である.

(ii)企業iが技術AあるいはBのみ開発すれば,単位費用はC(1)-C∈(0, 1)となる.

(iii)企業iが技術AとBの両方を開発すれば,単位費用はC(2)=0　となる.

両企業は同質財を生産しており,その逆需要関数は次のように与えられる.

p-a-Q (1)

ただし, pは価格, Qは総アウトプットである, aは市場規模を表すパラメータで,次の

仮定をおく.

仮定2

α>3

仮定2は,市場規模は単位費用に比して十分に大きいということを意味するものである.

以上の想定の下で,次のような2段階ゲームを考える.第一ステージで,両企業は, A

とBの2つの技術を開発する(戦略2)か,技術AあるいはBだけを開発する(戦略1)か,

何も開発しない(戟略0)かを同時に決定する.第二ステージで,両企業は,第-ステージ

での戦略を所与としてクールノー競争を行う.ゲームの解概念として,部分ゲーム完全均

衡を用いる.

2.分析

後ろ向き帰納法を用いて第二ステージからゲームを解いていく.第-ステージにおいて,

企業iはsiの数だけの技術を開発したとする.このことを所与とすると,第二ステージに

おける利潤最大化のための一階の条件は, (1)式と仮定1より

a-Q-qi-C(sl)-0 (2)

と書ける.ただしqlは企業iのアウトプット水準である.したがって, (2)式より,各企

業の利潤7Ti･は,

方F‡la-2C(S.) +C(S,)]2-sIF　　　　　　　　　　(3)

と表せる.ただしi≠jである.

第一ステージの部分ゲームを解く.第-ステージの企業iの戦略をsL(∈(0, 1, 2))と

100



補完的技術における技術選択とクロスライセンス契約

し,企業iの利潤関数を7Tl(S., S,)とする. (3)式より,第一ステ-ジでの部分ゲームの利

得行列は表1のようになる.

表1

sx＼sY　　　　　　2　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　0

2　i12F,i-2F　*-2F,#-F　#-2F,#

1　撃-F,撃-2F　等三一F,撃-F kZEiiLF,雫

o　　生字,響-2F　土笥夏,翠-F　'a-,1'2,'a-,1)2

表1より,ナッシュ均衡〈sx, sy)は,パラメータのペア(C,F)の水準に応じて,次のよ

うに求められる4).

命題1

(i)  (C, F)が図1の領域Rlにあれば,(2, 2)がナッシュ均衡となる.

(ii) (C, F)が図1の領域R2にあれば,(1, 2)と(2, 1)がナッシュ均衡となる.

(iii) (C, F)が図1の領域R3にあれば,(1, 1)がナッシュ均衡となる.

(iv) (C, F)が図1の領域月4にあれば,(0, 2),(1, 1)及び(2, 0)がナッシュ均衡となる.

(V) (C, F)が図1の領域R5にあれば,(0, 2)と(2, 0)がナッシュ均衡となる.

(vi) (C, F)が図1の領域R6にあれば,(0, 1)と(1, 0)がナッシュ均衡となる.

(vii) (C, F)がEg11の領域R7にあれば,(0, 0)がナッシュ均衡となる.

(証明)数学付録Aを参照.

4)　ここで求めるナッシュ均衡は純粋戦略に限ることとする
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図1

0 c2　C】 Col/2
1　　　　　　　C

Ⅲ.命題1の考察

1.命題1の直観的な解釈

命題1を解釈するために,技術の補完性の強弱に関して,次のような定義を行う.

定義

追加的に開発する技術を技術Bと仮定する.

(i)技術Aに対する技術Bの補完性が強いとは,技術Bのもたらす単位費用の低下が‡

以上の場合を指す.

(ii)技術Aに対する技術Bの補完性が弱いとは,技術Bのもたらす単位費用の低下が‡

未満の場合を指す.

上記の定義を援用すると,命題1から次のような言明を導き出せる.技術Aに対する

技術Bの補完性が強い時には,技術開発を行う企業は決して技術AあるいはBのみを開
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発することはない.一方,技術Aに対する技術Bの補完性が弱い時には,技術Aあるい

はBのみが開発される場合があり,極めて弱い時には更なる技術の開発を企図しない傾

向が強い.では,なぜこのような結果が生じるのだろうか.それを以下に見ていくことに

する.ただし,定義に沿って,追加的に技術を開発する時は技術Bを開発すると仮定す

る.

相手企業の技術開発数を所与とした上で,自企業が限界的に技術開発数を増加させると

しよう.この時の限界費用はFと一定であるが,補完性の強さによって,全く開発して

いない状態から技術Aのみを開発する際の限界便益(MBol)と技術Aを開発した上で,

更に技術Bを開発する際のそれ(MB12)とは異なる.補完性が強い(弱い)時,技術Bの

単位費用低下効果は技術Aのそれよりも大きい(小さい)ので,技術Aのみを開発する

際の限界便益(MBol)よりも,技術Bを開発する際のそれ(MB12)の方が大きくなる(小

さくなる)傾向を有する.加えて,相手企業の開発技術数が多ければ多いほど,補完性の

強弱に関わらず限界便益は逓減すると考えられる.以上の性質を勘案して,命題1の言明

を解釈する.

補完性が強いケース

先述したように, MBol<MB12が成立している.技術開発に関する限界費用Fが低水準

である場合を考える.このような状況は領域Rlが典型的に示されている.この時には,

相手企業が両技術を開発していても, F<MBol<MB12が成立する可能性が高い.従って,

限界費用Fが低く補完性が高い場合には,両企業とも技術AとBを開発する.

限界費用Fが中程度の水準であるとする.この状況は領域R5において示されている.

この時には, MBol<F<MB12という大小関係が成立しがちとなる.この時,技術Aのみ

を開発する際の限界損失(MBol-F(<0))が,更に技術Bも開発する際の限界利益(MB12

-F(>0))を下(上)回れば,当該企業は両技術を開発する(開発しない).前記の通り,

限界便益は相手企業の開発技術数の減少関数となる.相手企業が技術開発を企図していな

ければ,件の限界損失は限界利益を下回るので,当該企業は両技術を開発する.相手企業

は技術開発を企図していれば,件の限界損失は限界利益を上回るので,当該企業は技術開

発を行わない.よって,一方の企業は両技術を開発するが,もう一方の企業は開発を企図

しない.

領域R7が端的な状況となる限界費用が高水準である場合,相手企業の開発技術数に関

わらずMBol<MB12<Fという大小関係が成立しがちとなる.従って,両企業は技術開発

を行わない.
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補完性が比較的弱いケース

このケースにおいては, MBol>MB12が成立しているが,その差はさほど大きくないと

考えられる.領域R2に端的に表れているように,限界費用が低水準であるとしよう.こ

の時には,相手が両技術とも開発しているならば, MB.1>F>MB12が成立しているが,

そうでなければ, MB.1>MB12>Fという大小関係となると考えられる.従って,一方の

企業は両技術を開発するが,もう一方は技術A Lか開発しない.

領域R4が典型例といえる限界費用が中程度の水準の場合,限界便益と限界費用に関し

ては次のような大小関係が成立すると考えられる.相手が両技術とも開発している時には

F>MBol>MB12となり,技術Aのみ開発している時にはMB｡1>F>MB12,相手が開発を

していない時にはMB｡1>MB12>Fとなる.よって,一方の企業は両技術を開発するが,

もう一方の企業は開発を企図しないことがナッシュ均衡となりうると同時に,両企業が技

術Aのみを開発することもナッシュ均衡となりうる.

限界費用が高水準であるとする.この時は,相手企業の開発動向に関わらずF>MB.1

>MB12となるので,両企業とも開発しない.

補完性が極めて低いケース

このケースでは,技術Aを開発する際の限界便益は極端に大きくなり,技術Bを開発

する際のそれは極端に小さくなるので,限界便益間の格差が大きい.即ち, MB｡1≫MB12

が成立する.それゆえ,限界費用が低くても中程度でも,相手企業の開発動向に関わらず

MB｡1>F≫MB12という大小関係が成り立っ可能性が高い.よって,上記の状況に相当す

る領域R3においては,両企業が技術Aのみを開発する.

では,領域R6に示されているような,限界費用が高水準の場合はどうなるであろうか.

限界便益が相手企業の開発技術数の減少関数である事に留意すると,相手企業が開発を企

Eaしていれば, F>MBol≫MB12となるが,企図していなければMBol>F≫MB12となる.

よって,一方の企業が技術Aのみを開発し,もう一方の企業が開発を企図しないという

のがナッシュ均衡となる.

2.既存研究との比較

本研究は,一種類のnon-drastic innovationに関する技術選択を分析したMills and

Smith (1996)を二種類の補完的なnon-drastic innovationsに関する技術選択へ拡張した

ものとして位置づけられる.一万,本研究は二種類の補完的なdrastic innovationsに関

する技術選択を分析したGonzalez-Maestre (2008)杏, non-drastic innovationsに関す
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る技術選択へ変更したものとしても位置づけられる.これらの先行研究の結論と本稿とそ

れとの異同についてみておく.

Mills and Smith (1996)は,技術選択に関して,次のような結論を導出している.

結果1 (Mills and Smith (1996)の命題1)

技術開発費用が低(高)水準ならば,両企業とも新技術を開発する(しない).それが中

程度の水準ならば,一方の企業が開発し,もう一方は開発しない.

本稿における分析においても,技術に関する補完性が極めて弱い時は,開発費用が極め

て低水準である場合を除いて,上記の結果が成立している.補完性が強い場合についても,

二つの技術を恰も一つの技術とみなすと, Mills and Smith (1996)の結果が成立している.

補完性が極めて弱い時,追加的な技術Bを開発の際の限界便益は非常に小さいので,更

に技術Bを開発するインセンティブは両企業にとって低い.従って,開発費用が極めて

低水準でない限り,両企業にとっては,あたかも技術Aのみが存在している状況と変わ

らない.補完性が強い時は,技術Bを開発するインセンティブは両企業にとゝつて高くな

るので,技術Aと｢抱き合わせ｣で開発するインセンティブが高まる.それゆえ,二つ

の技術を恰も一つの技術とみなすことができ, Mills and Smith (1996)の結果が成立する

のである.

補完性が比較的弱い時のみ,補完的な二つの技術の存在が効力を発する.この時は,技

術Bを開発するインセンティブが比較的高い.しかも,開発費用の水準や相手企業の行

動に自企業の限界便益が左右されるので,命題1に示したように, Mills and Smith

(1996)の結果よりも複雑な結果が生じるのである.

一方, Gonzalez-Maestre (2008)は次のような結論を導出している.

結果2 (Gonzalez-Maestre (2008)の補題1)

技術開発費用が低(高)水準ならば,両企業とも技術AとBとを開発する(どちらかの

技術のみを開発する).それが中程度の水準ならば,一方の企業が両技術を開発し,もう一

方はどちらかの技術のみを開発する,

Gonzalez-Maestre (2008)では, drastic innovationsを想定しているので,技術開発を

企図しなければ利潤はゼロとなる.一方,本稿ではnon-drastic innovationsを想定して

いるので, Gonzalez-Maestre (2008)よりも両企業における技術開発のインセンティブは

低くなるのである.それゆえ,技術開発費用が低水準と高水準のケースについては同じ結
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論が得られるが,中程度の場合, non-drastic innovationsであるがゆえに,戦略的に開

発しないという選択もありうる.かく　して,結果は,本稿が採用したnon-drastic

innovationsの方が複雑になる.

Ⅳ.クロスライセンスの形成

1.分折

本節では,前節の二段階ゲームの前にクロスライセンス契約を結ぶか否かのステージを

付加し,どのような条件下で, (事前の)クロスライセンス契約が結ばれるかを考察する.

ここでのクロスライセンス契約とは,各企業がそれぞれ異なる技術を一つだけ開発し,そ

れを互いに供与することと定義する.技術Aと技術Bとは開発費用面および単位費用低

下の点で対称であるので,ライセンス料は相殺されると仮定する5).従って,クロスライ

センス契約時の各企業の利潤は以下のように書ける.

方隼ia2-F

X ＼ Y FORM NOT

?

FORM　宕-F,管-F　汀X(sx,Sy),7ry(sy,Sx)

NCrr　7rx(sx,SY),7Ty(sY,Sx)　7rx(sx, SY),7rY(sY,Sx)

表2

(4)

第ゼロステージにおいて,各企業は同時にクロスライセンス契約を行う((FORM))か,

行わない((NOT))かのどちらかを選択するとする.したがって,契約が成立するのは,

両企業が(FORM)を選択する場合のみである.このステージゲームは表2のように表さ

れる.命題1における各均衡パターンを考慮して,第ゼロステージゲームを解くと,次の

ような結果を得る.

5)　Fershtman and Kamien (1992)はライセンス料を使って両企業が生産物市場において共謀が促進される

ことを指摘している.この指摘に従って, Gonzalez-Maestre (2008)は,ライセンス料を互いに決定すると

(すla2TF'n三いう設定の下で計算を行い,クロスライセンスの際には共謀時の利潤を等分するという結果

導出している･本稿においても市場規模aが十分に大きければ,クロスライセンス時の利潤が音a2~Fで

あっても,命題2に示した結果の諸性質は変わらないことが確認されている.
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命題2

(i) (C, F)が図1の領域Rl,R2,R3にあれば,クロスライセンス契約は必ず結ばれる.

(ii) (C, F)が図1の領域R4にあれば,クロスライセンス契約が結ばれる可能性がある.

(iii)(C, F)が図1の領域R5, R6, R7にあれば,クロスライセンス契約は決して結ばれない.

(証明)数学付録Bを参照.

2.命題2の解釈

補完性の強弱から命題2を眺めると,次のような事柄が判明する.補完性が強い時には,

開発費用Fが低水準でなければ,クロスライセンス契約は結ばれないが,補完性が弱い

暗では,開発費用Fの水準が中程度であっても,クロスランセンス契約が結ばれる.し

かも,補完性が弱くなればなるほど,開発費用がより高水準であってもクロスライセンス

契約が結ばれやすくなっている.

技術開発を行っている時には,クロスライセンス契約のメリットは以下の2点にある.

(1)両技術とも開発している際には,開発費用を削減できる, (2)片一方の技術しか開発

していない場合においては,より生産費用を削減できる.一方,デメリットは,生産費用

上の優位性を失うという点である.技術開発を行っていない時には,生産費用を削減でき

るというメリットがあるが,開発費用を負担するというデメリットが生じる,以上の観点

から,補完性の強いケース,弱いケースに分けて,命題2の解釈を行っていく.

補完性が強いケース

補完性が強い場合,ライセンス契約を結んでいなければ,各企業は両技術を開発するか,

両技術とも開発しないか,という行動原理をとる.つまり-技術だけを開発したところで,

ライバルに対する生産費用上の優位性は低く,両技術を開発するインセンティブが強い.

従って,領域Rlのように両企業が両技術とも開発している場合は,開発費用削減効果が

効力を発揮し,クロスライセンスは結ばれる.

しかし,クロスライセンスを結んでいない状態で,領域R5に示されているように開発

費用が中程度の水準の時,企業Ⅹが両技術を開発し企業Yが開発しないとしよう,開発

費用削減による利潤増加と生産優位性を失うことによる利潤損失とを比較すると,企業Y

は全く開発してないので,生産優位性を失うことによる利潤損失の方が開発費用削減によ

る利潤増加よりも大きいと考えられる.よってクロスライセンスは結ばれない.

領域R7のように,開発費用が高水準であるときは,両企業は技術開発を行わない.こ

の特は,クロスライセンスにより生産費用削減による利潤増が生じるが,両企業とも費用
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条件は同じなので,それほど大きな利潤増ではない.一方で,開発費用の負担増は大きい.

従って,クロスライセンスを結ぶことはない.

補完性が弱いケース

補完性が弱い場合をみていく.領域R2のように開発費用が低水準である時には,たと

えば企業Ⅹが両技術を開発し,企業Yが一方の技術のみを開発するという状況が生じる,

この時,企業Ⅹにとっては,クロスライセンスによる開発費用削減による利潤増大が生

じる反面,生産優位性を失う事による利潤減少が起こる.しかしこの優位性は小さいので,

前者の利潤増大が後者の利潤減少を上回る.企業Yにとっては,費用削減による利潤増

加が見込める.よって,両企業はクロスライセンスを結ぶインセンティブを有する.

領域R3のように開発費用が中程度であるとする.この時,両企業は技術AあるいはB

のみを開発するので,クロスライセンスにより費用削減によって両企業の利潤は増大する.

従って,クロスライセンス契約は結ばれる.

領域R6のように開発費用が高水準であるとする.この時は,たとえば企業Ⅹがどちら

か一方の技術を開発し,企業Yは開発しない.企業Ⅹにとってみれば,クロスライセン

スにより,生産費用をゼロになるというプラスの効果と費用条件の優位性が失われてしま

うというマイナスの効果が生じる. Cがすでにかなり低い水準であることを勘案すると,

前者のプラスの効果よりも後者のマイナス効果の方が大きい.よって,クロスライセンス

は結ばれない.

なお,領域1Lに関しては,クロスライセンスが結ばれていない状態で,何か均衡とな

るかによって,この契約が結ばれるかどうかが決まる.両企業は技術AあるいはBのみ

を開発しているのならば,クロスライセンスは結ばれるが,そうでなければ結ばれない.

Ⅴ.結語

本稿は,補完的な二つの技術が存在している状況下で,複占企業がそれらの技術を選択

する場合,いかなる技術選択が生じるのか,加えて,両企業がクロスライセンス契約を結

ぶ可能性があるのか否かということを,簡単なモデルを構築して分析した.得られた結果

は以下の通りである. (1)両技術問の補完性が強い時には,技術開発を行う企業は決して

技術AあるいはBのみを開発することはない.一方,この補完性が弱い時には,技術A

あるいはBのみが開発される場合があり,補完性が弱くなればなるほど,更なる技術の

開発を企図しない傾向が強く-なる. (2)補完性が強い時には,開発費用が低水準でなけれ
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ば,クロスライセンス契約は結ばれないが,補完性が弱い時では,開発費用の水準が中程

度であっても,クロスランセンス契約が結ばれる.しかも,補完性が非常に弱い場合では,

開発費用がより高水準であってもクロスライセンス契約が結ばれやすくなる.

最後に今後の研究の方向性に言及する.第一に, Mills and Smith (1996)やGonzalez二

Maestre (2008)において行われた厚生分析を行うことである.社会的な観点からみて,

企業の選択した技術開発数が過剰なのか過小なのかを分析する必要がある.第二に,寡占

への拡張である. Elberfeld (2003)は, Mills and Smith (1996)の複占モデルを寡占に拡

張し,社会的にみて過小な技術開発数となるのは,複占時に限ることを示した.本研究で

は,技術開発費用が低水準と高水準のケースについて, Mills and Smith (1996)と同じ結

論が得られるが,寡占に拡張しても,上記の結論が成立するか否かという頑健性を考察す

る必要がある.第三に,特許の保護範囲の広い場合を扱い,モデルをnon-tournament

modelからtournament modelへと変更し,結果がどのように変化するかを分析するこ

とである.技術が-種類の場合については,野村･大川(2005)がMills and Smith (1996)

モデルを特許の保護範囲の広い場合に変更して分析を行い,異なる結果が生じることを示

している.本研究においても,特許の保護範囲の変更がクロスライセンスの締結に与える

影響を分析することは,有意義であると考えられる.
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数学付録

A命題1の導出

表1より,企業Yの各戦略に対する企業Ⅹの最適反応を求める.まず,企業Yがi2)

を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応から考えていく.企業Ⅹのそれぞれの戦略をとっ

た時の利得を比較すると次式のようになる.

方X(2, 2)≧(<)方X(1, 2) ⇔　　　　F≦ (,)ic(a-C) (Ala)

方X(1,2)≧(<)打X(0･ 2) ⇔　F≦(,)-ic(a-C)+i(a-1) (Alb)

方X(1, 2)≧(<)方X(0, 2) ⇔　　　　F≦(,)i(a-1) (Ale)

上記の諸式から, (Al)における等式のグラフが一点で交わることがわかる.その交点の

座模は,

(C2, F2) - (i(a-ノて盲~二了ラ可), i (a-1))　　　　　(A2)

となる.従って,企業Yがi2)を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応は次のようになる.

補題Al

図Alに示された領域R2hにペア(C,耳)が存在すれば,企業Yが(2)を選択して来た

時の企業Ⅹの最適反応はih)となる.

図Al

0 c,　　1/2　　　　　　　　　　　1
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次に,企業Yが(1)を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応を考える.前述のような利

得の比較をすると,以下のような結果を得る.

7Tx(2, 1) ≧ (<)方X(1, 1) ⇔

7Tx(1, 1) ≧ (<)7tx(0, 1) ⇔

7Tx(2, 1) ≧ (<)7tx(0, 1) ⇔

F≦(,)iac (A3a)

F≦ (,)i(a-1)(1-C) (A3b)

F≦(,)ic･i(a-1) (A3C)

上記の(A3)における等式のグラフもまた一点で交わる.その交点の座標は

(cl･ Fi) - (Et,光諾) (A4)

となる.従って,企業Yが(1)を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応は次のようになる.

補題A2

図A2に示された領域Rlhにペア(C, F)が存在すれば,企業Yが〈1)を選択して来た

時の企業Ⅹの最適反応はih)となる.

図A2

さらに,企業Yが〈0)を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応を考える.前述のような

利得の比較をすると,以下のような結果を得る.

7tx(2, 0) ≧ (<)7Tx(1, 0) ⇔

iFl il

F",)icl(a･1)-C] (A5a)
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方X(1, 0)≧(<)方X(0, 0) ⇔　　　　　F≦(,)ia (A5b)

方X(2, 0)≧ (<)方X(0, 0) ⇔　　F≦ (,)矩-(a･1)C･a] (A5C)

(A5)における等式のグラフもまた一点で交わる.その交点の座標は

(co, Fo)- (il(a･1)一好手了], ia) (A6)

となる.従って,企業Yが(0)を選択して来た時の企業Ⅹの最適反応は次のようになる.

補題A3

図A3に示された領域ROhにペア(C, F)が存在すれば,企業Yが〈0)を選択して来た時
JJ

の企業Ⅹの最適反応はih)となる.

園A3

O co 1/2　　　　　　　　　　l C

最後に,各交点の位置関係をみておく.仮定2に示したα>3を考慮すると, (A2),

(A4), (A6)の諸式より, Fに関する大小関係が次のように成立する.

一方,

F2-i(all)くi(a-1)･盈-Fl-ia･豊子<ia-Fo (A7)

Cに関する大小関係を考察する･ C2(co)は, ic(a-C)- i(a-1)(ic[(a･1)-C]-

α)を満たすCなので, Cに関する二次関数

f(C)= Zc2-2mc+ (mll)

ifl革

(8)
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を定めると, m-a(m-a+1)の時, f(C2)-0(∫(co)-0)が成立する.加えて, a>2なの

でf'(C)-2(2C-m)<0であり, Cの減少関数となる.

(A4)式より

i(cl) -2(cl)2-2mcl+ (mll)

となる･この時のf(cl)の符号を調べると, m-aの時, i(cl)-志巻くoとなるので,

C2<clであることが判明する･更に, m-a'1の時はf(cl)-て豆詣>oとなるので,

cl<coが成立する･ここで, m-a+1の酎(i)--i<oであることから, co<‡とい

う関係が求まる.

かくして,以下の大小関係が成立する.

C2<cl<co<i (9)

上記の大小関係を勘案しつつ, (Al), (A3), (A5)の諸式の諸境界を整理すると図A4

が描ける.

図A4

O c2 CI Col/2　　　　　　　　1　　　　C

図A4において,領域Rlでは(2)が支配戦略となる.領域R2では(2)に対する最適反応

は(1), (1)とiO)に対する最適反応は(2)である.領域&1では(2)と(1)に対する最適反応

紘(1)であり, iO)に対する最適反応は(2)である.領域R,2では, ll)が支配戦略となる. R33

では(2)に対する最適反応は(0)であり, (1)と(0)に対する最適反応は(1)である.領域兄1
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では, 〈1)に対する最適反応は(1)であり, i2)に対する最適反応は(0), (0)に対する最適反応

は(2)となる.領域R51では, (2)に対する最適反応は(0), (1)と(0)に対する最適反応は(2)

である.領域R52では, (2)と(1)に対する最適反応は(0), (0)に対する最適反応は(2)であ

る.領域R6では, (1)に対する最適反応は(0), (0)に対する最適反応は(1)である.領域R7

では,(0)が支配戦略となる.かくして,命題1が求まる.

B命題2の導出

表1に示された7T乙(2, 2)と(4)式とを比較すれば,クロスライセンスは明らかに開発費

用を削減でき,両企業のprofitabilityを上昇させる.よって,領域Rlにおいて, (FORM,

FORM)はナッシュ均衡となる.

領域R2において, (FORM, FORM)が選択されるかどうかを見る.煩雑さを避けるた

めに,ライセンスが結ばれない時には,企業Ⅹが(2),企業Yが(1)を選ぶとする.企業

Yの利潤7Ty(1, 2)と(4)式とを比較すれば,明らかに,より生産費用が低下するので,

企業Yの(FORM)に対する最適反応は(FORM)となる.一方,企業Ⅹの利潤7tx(2, 1)

と(4)式とを比較すると,

‡a2-F≧(<)方X(2, 1) ⇔ F≧(<)ic(2a･C)

となる･ -まり, Fb豆C(2a+C)以上であれば,クロスライセンスを結んだ方が

Profitableである.領域R2の下限は, (Ala)の等式で示されているので,

ic(a-C) -ic(2a･C) -ic(2a-5C)

仮定1より上式は正である.従って,企業Ⅹにとっても(FORM)に対する最適反応は

(FORM)となる.よって,領域R2において, (FORM, FORM)がナッシュ均衡となる.

領域R,においては, 7Tl(1, 1)と(4)式とを比較すれば,生産費用がCから0に下がる

分だけ,クロスライセンス契約を結んだ方が両企業にとってprofitalbleであることは明

らかである.よって,クロスライセンス契約は結ばれる.

領域R5でクロスライセンス契約が結ばれるかどうかを見る.煩雑さを避けるため(2, 0)

という均衡のみに絞って分析を行う.企業Ⅹの利潤7T(2, 0)と(4)式とを比較する.

ia2-F≧(<)方X(2･ 0) ⇔F≧(<)‡(2a･1)

従-て,銅sli(2a+1)未満ならば,クロスライセンスを結ばない方がprofitableであ

る･しかし,領域R5の上限は, iaであるので,企業Ⅹの伊ORM)に対する最適反応は

(NOT)である.よって,クロスライセンスは結ばれない.
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領域R4においては,ライセンスが結ばれない時に,両企業が札1)を選んでいるので

あれば,クロスライセンス契約は結ばれる.しかし,(2, 0)あるいは(0, 2)がライセンス

が結ばれない際に選択されるとすれば,図1より明らかなように,領域R4の上限は領域

R5のそれの下方に位置するので,前述の分析より,クロスライセンスは結ばれない.

領域R6においてはどうであろうか.企業Ⅹが投資を行う均衡(1, 0)に絞って分析する.

企業Ⅹの利潤7T(1, 0)と(4)式とを比較する.

ia2-F≧(<)打X(1･ 0) ⇔ C≧(<)i

従-て, C<‡の時にはクロスライセンスは企業Ⅹにと-てunprofitableである･領域

R6iこおけるCの最大値はcoであり, (9)より仇<与となる･よ-て,クロスライセンス

契約は結ばれない.最後に領域R7についてみていく. 7Tl(0, 0)と(4)式とを比較すると,

ia21F≧(<)方X(1, 0) ⇔ -(,)i(2a11)

となる･つまり, Fがi(2a-1)より大きければ,クロスライセンスは両企業にと-て

unprofitableとなる･領域R7の下限がiaであることから,両企業は(NOT)を選択す

る.

115




